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１．はじめに
　特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記
載に基づいて定められます（70条１項）。したがっ
て、特許権侵害については、対象製品等が特許請求
の範囲に記載された構成を全て充足しているか否か
によって判断する文言侵害が原則です。これに対し
て、均等論は、特許請求の範囲に記載された構成の

全てを充足していない場合であっても、一定の要件
を満たすときは、特許発明の技術的範囲（特許権に
よって保護される範囲）を拡張するものです。均等
論は特許法上に明文の規定はありませんが、判例法
理によって認められてきました。
　本稿では、均等論の第５要件について判示した近
時の最高裁判決「マキサカルシトール事件」（平成
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29年３月24日・平成28年（受）第1242号）、その原
審である知財高裁判決（大合議）（平成28年３月25
日・平成27年（ネ）第10014号）を概観した後、その
後に出された裁判例を取り上げ、均等論に関する近
時の裁判所の判断について検討したいと思います。

２．均等侵害の成立要件
　均等論はその成立要件を示した最高裁判決「ボー
ルスプライン軸受事件」（平成10年２月24日・平成
６年（オ）第1083号）によって確立されました。同
最高裁判決は、均等侵害が認められる５要件につい
て、以下のとおり判示しています。
　「特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をす
る製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）
が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断す
るに当たっては、願書に添付した明細書の特許請求
の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確
定しなければならず（特許法七〇条一項参照）、特
許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異
なる部分が存する場合には、右対象製品等は、特許
発明の技術的範囲に属するということはできない。
しかし、特許請求の範囲に記載された構成中に対象
製品等と異なる部分が存する場合であっても、
（１）右部分が特許発明の本質的部分ではなく、
（２）右部分を対象製品等におけるものと置き換え
ても、特許発明の目的を達することができ、同一
の作用効果を奏するものであって、

（３）右のように置き換えることに、当該発明の属
する技術の分野における通常の知識を有する者
（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造
等の時点において容易に想到することができたも
のであり、

（４）対象製品等が、特許発明の特許出願時におけ
る公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時
に容易に推考できたものではなく、かつ、

（５）対象製品等が特許発明の特許出願手続におい
て特許請求の範囲から意識的に除外されたものに
当たるなどの特段の事情もないときは、
　右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構
成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属
するものと解するのが相当である。」
　同最高裁判決が示す５要件は、非本質的部分（第

１要件）、置換可能性（第２要件）、置換容易性（第
３要件）、出願時の非容易推考性（第４要件）、意識
的除外（第５要件）です。

３．マキサカルシトール事件
（１）最高裁判決（平成29年３月24日・平成28年

（受）第1242号）

上記最高裁判決は、第５要件について判示した
ものであり、結論として、後発医薬品メーカーの
製造方法が特許発明の均等侵害にあたると判断し
ました。この最高裁判決は、特に、特許出願当時
の公知技術等に照らし、対象製品・方法の構成を
容易に想到し得たにもかかわらず、特許請求の範
囲に記載しなかった場合に、第５要件（意識的除
外等の特段の事情）が認められるか否かを判断し
た点に意義があります。最高裁判決は第５要件に
関して以下のとおり判示しました。
「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に
記載された構成中の対象製品等と異なる部分につ
き、対象製品等に係る構成を容易に想到すること
ができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲
に記載しなかった場合であっても、それだけでは、
対象製品等が特許発明の特許出願手続において特
許請求の範囲から意識的に除外されたものに当た
るなどの特段の事情が存するとはいえないという
べきである。

（２）　もっとも、上記（１）の場合であっても、出
願人が、特許出願時に、その特許に係る特許発明
について、特許請求の範囲に記載された構成中の
対象製品等と異なる部分につき、特許請求の範囲
に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き
換えることができるものであることを明細書等に
記載するなど、客観的、外形的にみて、対象製品
等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成
を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲
に記載しなかった旨を表示していたといえるとき
には、明細書の開示を受ける第三者も、その表示
に基づき、対象製品等が特許請求の範囲から除外
されたものとして理解するといえるから、当該出
願人において、対象製品等が特許発明の技術的範
囲に属しないことを承認したと解されるような行


